
新庁舎の情報はこちらから確認できます

■開設時間午前９時～午後１時
■開設窓口市民課、保険年金課国民
健康保険係、子育て支援課手当助成
係（５日のみ）、納税課（５日のみ）
※一部取り扱いできない業務があり
ますので、市ホームページをご覧く
ださい。また、個人番号カードに係
る業務は、１９日のみ取り扱いできま
せん
i企画政策課企画政策係（☎０４２-
３８７-９８２６）、土曜・日曜・祝日は市
役所代表（☎０４２-３８３-１１１１）

１月 ○は休日窓口開設日
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

⑤ 6 7 8 9 10 ⑪

12 13 14 15 16 17 18

⑲ 20 21 22 23 24 25

㉖ 27 28 29 30 31

ご利用ください 1月の休日窓口

お 知 ら せ

新春市民のつどい

　輝かしい新春を迎え、市民の皆さ
んに新年の抱負等を交歓していただ
くため、新春市民のつどいを開催し
ます。お気軽にご参加ください。
d１月９日㈭午後２時から
b小金井　宮地楽器ホール小ホール
n１,０００円（参加費）
■呼びかけ人市長、市議会議長
i広報秘書課秘書係（☎０４２-３８３-
１１１１内線２００５）

総合体育館・栗山公園 
健康運動センターの 
指定管理者が変わります

　総合体育館および栗山公園健康運
動センターは、４月から次の指定管
理者に変わります。これに伴い、３
月２９日～４月３日は臨時休館となり
ます。
　なお、施設の回数使用券の有効期
限は３月２８日までです。期限後は使
用できませんのでご注意ください。
■指定管理者みんなでつなごう小金
井のまち共同事業体
■指定期間４月１日～令和１２年３月
３１日
i生涯学習課スポーツ振興係（☎
０４２-３８６-２４６２）

私道部分の非課税扱い

　土地の一部を分筆しないまま私道
として不特定多数の方が利用してい
る等、一定の要件を満たす私道部分
は申請することにより、翌年度以降
の固定資産税・都市計画税が非課税
扱いとなります。
m１月３１日（必着）までに、郵送ま
たは直接、所定の申請書（資産税課
で配布）および私道求積図を資産税
課土地係（〒１８４-８５０４住所不要・市

役所第二庁舎３階☎０４２-３８７-９８２１）
へ

今年７５歳になる方へ

　７５歳になる方は加入している医療
保険から自動的に後期高齢者医療制
度の被保険者になります。
　後期高齢者医療制度は、東京都後
期高齢者医療広域連合が制度運営を
していますが、市では住所変更や給
付申請等の受け付けを行っていま
す。
t▷７５歳以上の方▷申請により同連
合が一定の障がいがあると認めた６５
～７４歳の方
i保険年金課高齢者医療係（☎０４２-
３８７-９８３４）

医療費等通知書を 
１月下旬に送付します

　東京都後期高齢者医療広域連合か
ら保険診療等の内容（令和５年９月
診療分～６年８月診療分）が確認で
きる医療費等通知書を送付します。
　なお、受診内容の詳細は該当の医
療機関等にお問い合せください。
t令和６年１１月２９日時点で東京都後
期高齢者医療の被保険者資格があ
り、令和５年９月～６年８月に、保
険診療で医療機関等への受診履歴が
ある方
※１２月３日までに死亡により資格を
喪失された方を除く
e▷確定申告（医療費控除）の手続
きに使用することで、医療費の明細
の記載を省略することができます。
ただし、令和６年９月以降の診療分
は別途医療費控除の明細書を作成
し、申告書に添付する必要がありま
す
▷マイナンバーカードの保険証利用
登録をされた方はマイナポータルで
医療費情報を閲覧できます。原則２

月９日に申告年分の１月～１２月の情
報を一括で取得可能です。詳細はマ
イナポータルをご覧ください
i東京都後期高齢者医療広域連合お
問合せセンター（☎０５７０-０８６-５１９）、
市保険年金課高齢者医療係（☎０４２-
３８７-９８３４）

国民健康保険 
高額療養費（外来年間合算）

　令和５年８月～６年７月に支給対
象となる被保険者のいる世帯に、高
額療養費（外来年間合算）の支給の
勧奨通知を１月下旬に送付します。
支給時期は４月以降となります。
t次のすべてに該当する方
▷令和６年７月３１日現在、国民健康
保険に加入している７０～７４歳
▷負担割合が２割
▷支給対象期間の外来の自己負担額
が１４万４,０００円を超えている方（個
人ごとの計算）
※月ごとに高額療養費を支給されて
いる場合は支給済額を控除した額
e同じ世帯でも国民健康保険、職場
の医療保険、後期高齢者医療制度で
は別々に計算します
i保険年金課国民健康保険係（☎
０４２-３８７-９８３３）

食品リサイクル堆
たい

肥の 
市民配布について

　生ごみ資源化施策の見直しに伴
い、食品リサイクル堆肥の製造量が
減少するため、令和７年度以降は市
内イベントでの出展時でのみ配布し
ます。

※配布場所・日時などは決まり次
第、市ホームページ等でお知らせし
ます
iごみ対策課清掃係（☎０４２-３８７-
９８３５）

はけの森美術館 
展示替えによる臨時休館

■期間１月１４日㈫から
iはけの森美術館（☎０４２-３８４-９８００
＝午前１０時～午後５時）

　３月２９日㈯、３０日㈰に都立小金井公園で開催する桜まつりのステー
ジ出演者を募集します。
u特設ステージでのパフォーマンス（持ち時間２０分）
t市内を中心に活動するパフォーマー、グループ
n５,０００円（まちおこし協会員は２,０００円）
e応募者多数の場合は抽選
m１月７日～１３日に、観光まちおこし協会ホーム
ページで
i同協会（☎０４２-３１６-３９８０＝月曜・日曜・祝日を除く）

ステージ出演者募集
桜まつり

　猫の捕獲や病院への運搬等を行
うボランティアを募集します。
　また、同時に相談会も行います
ので、猫に関することは何でもご
相談ください。

d１月２５日㈯午前１０時～１１時３０分
b市役所第二庁舎８階８０１会議室
m当日直接会場へ
i環境政策課環境係（☎０４２-３８７-
９８１７）

地域猫活動市民ボランティア
募集セミナーと猫なんでも相談会

　令和６年１１月２７日に可燃ごみ
に水銀が混入し、浅川清流環境
組合の定める公害防止基準を超
える水銀濃度が測定されまし
た。早期に適切な対応をしたた
め、焼却炉を停止するには至り
ませんでしたが、深刻な事態と
とらえています。
　水銀製品（蛍光管・体温計・
血圧計など）は有害ごみです。
正しい分別にご協力をお願いし
ます。
iごみ対策課施設係（☎０４２-
３８３-０２５０）、清掃係（☎０４２-３８７
-９８３５）

Stop the 水銀
水銀を含むごみ

などは有害ごみへ！
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